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改
悪
教
基
法
の
具
体
化

を
許
さ
な
い
！

６
月
20
日
、
与
党
は
教
育

三
法
案
の
採
決
を
強
行
し
ま

し
た
。
そ
の
本
質
は
、
「
ア

メ
リ
カ
と
一
緒
に
海
外
で
戦

争
す
る
国
づ
く
り
」
で
あ
る

憲
法
９
条
改
悪
と
一
体
に
、

「
戦
争
す
る
国
」
の
人
づ
く

り
を
ね
ら
う
も
の
で
す
。

自
民
よ
り
右
寄
り
の
教

育
政
策
の
民
主
党

同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
民
主
党
が
、
与
党

よ
り
も
右
寄
り
の
教
育
政
策

を
出
し
て
き
た
こ
と
で
す
。

民
主
党
の
教
育
基
本
法
改

正
案
で
は
、
与
党
案
で
も
避

け
た
「
国
を
愛
す
る
心
」
を

前
文
に
明
記
。
教
育
行
政
に

つ
い
て
は
、
与
党
案
で
す
ら

残
さ
れ
た
「
教
育
は
、
不
当

な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
」

と
い
う
文
言
が
削
ら
れ
て
い

ま
す
。
国
は
普
通
教
育
の

「
最
終
的
な
責
任
」
（
第
七

条
）
を
有
し
、
「
国
政
の
中

心
に
教
育
を
据
え
」
（
前
文
）

と
あ
る
よ
う
に
、
教
育
振
興

基
本
計
画
等
を
通
し
て
、
政

府
に
よ
る
「
国
策
と
し
て
の

教
育
」
を
推
し
進
め
る
内
容

で
し
た
。

ま
た
、
教
員
免
許
法
改
正

問
題
で
は
、
与
党
案
が
10
年

ご
と
に
30
時
間
の
講
習
を
義

務
づ
け
た
の
に
対
し
、
民
主

党
案
は
100
時
間
。
ま
た
、
教

員
の
普
通
免
許
状
は
、
修
士

課
程
ま
で
の
６
年
を
必
須
に

す
る
な
ど
、
一
層
の
教
員
へ

の
管
理
・
統
制
を
強
め
る
内

容
で
し
た
。
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参
議
院
選
挙
は
い
よ
い
よ
最
終
盤
で
す
。

高
教
組
は
、
要
求
で
団
結
す
る
組
合
と
し
て
、
「
憲

法
を
守
り
生
か
そ
う
」
「
人
間
ら
し
い
生
活
を
守
ろ
う
」

「
子
ど
も
・
生
徒
た
ち
と
教
育
を
守
ろ
う
」
と
い
う
３

つ
の
要
求
を
掲
げ
て
選
挙
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

各
党
の
論
戦
の
中
で
、
３
つ
の
要
求
に
係
わ
る
争
点

が
明
確
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

７
月
29
日
に
は
、
必
ず
選
挙
権
を
行
使
し
て
、
悪
政

を
転
換
す
る
投
票
一
揆
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。

自
民
３
年
後
の
改
憲
を

公
約自

民
党
は
、
公
約
冒
頭
に

２
０
１
０
年
の
国
会
で
の
改

憲
案
発
議
を
明
記
し
て
い
ま

す
。
重
大
な
こ
と
は
、
自
民

党
の
「
改
憲
司
令
部
」
が
、

「
靖
国
派
」
に
牛
耳
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
戦
前
回
帰

の
時
代
錯
誤
と
、
ア
メ
リ
カ

と
と
も
に
海
外
で
戦
争
を
す

る
国
に
変
え
る
こ
と
を
改
憲

の
中
心
に
据
え
て
い
ま
す
。

９
条
改
憲
は
民
主
も
同

じ
民
主
党
は
参
院
選
で
、
憲

法
問
題
を
争
点
に
す
る
こ
と

を
避
け
て
い
ま
す
が
、
討
論

会
や
新
聞
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

改
憲
を
必
要
と
す
る
候
補
者

が
目
立
ち
ま
す
。
同
党
は
、

自
民
党
同
様
「
靖
国
派
」
議

員
を
多
数
抱
え
、
２
０
０
５

年
の
「
憲
法
提
言
」
で
九
条

改
憲
を
明
確
に
し
て
い
る
か

ら
で
す
。

護
憲
を
旗
頭
に
し
て
い
る

社
民
党
が
、
改
憲
政
党
で
あ

る
民
主
党
と
選
挙
協
力
を
行

う
見
識
が
問
わ
れ
ま
す
。

自
民
候
補
の
32
％
が
日

本
の
核
武
装
容
認

毎
日
新
聞
が
、
参
院
選
の

全
立
候
補
者
を
対
象
に
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
自
民
候

補
の
32
％
が
日
本
の
核
武
装

の
検
討
を
容
認
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
（
毎

日
新
聞
７
月
15
日
付
）
久
間

前
防
衛
相
が
「
原
爆
発
言
」

で
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
ま
し

た
が
、
単
な
る
個
人
的
放
言

で
は
な
く
、
自
民
党
内
の
議

論
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
言

え
ま
す
。

文部科学省は6月1日、法

令上の制限を拡張解釈して

誇大に宣伝し、あたかも教

育公務員は選挙活動の一切

が保障されていないかのよ

うな通知を出しました。

その根拠にしているのは、

アメリカ軍の占領下でマッ

カーサーが出させた人事院

規則14-７です。人事院は

「この規則を乱用しないこ

とを第一義として、なるべ

く、強くしぼって解釈して

きた」（浅井清人事院総裁・

当時）とし、事実上死文化

している規則です。

そんな規則を引き合いに

出して、アメリカ軍の占領

下と同じ権利しか教職員に

認めないという文部科学省

の時代錯誤と人権感覚こそ

問題ではないでしょうか。

消
費
税
増
税
を
争
点
に

し
た
く
な
い
自
民
党

与
党
は
、
秋
の
税
制
改
革

の
中
で
、
消
費
税
増
増
税
を

企
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
徹
底
し
て
「
争
点
に
し

な
い
」
作
戦
に
出
て
い
ま
す
。

86
年
の
衆
参
同
時
選
挙
で
、

当
時
の
中
曽
首
相
は
「
大
型

間
接
税
と
か
い
う
も
の
は
や

ら
ん
の
で
す
。
こ
の
中
曽
根

が
嘘
を
言
う
顔
を
し
て
い
ま

す
か
」
と
ウ
ソ
を
言
っ
て
、

消
費
税
を
導
入
し
ま
し
た
。

５
％
に
引
き
上
げ
る
と
き
も
、

争
点
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

消
費
税
を
上
げ
る
の
な
ら
、

堂
々
と
選
挙
の
争
点
に
し
て
、

国
民
の
審
判
を
仰
ぐ
べ
き
で

す
。

民
主
党
も
消
費
税
増
税

が
本
音

民
主
党
は
選
挙
公
約
で
は

「
消
費
税
率
は
現
行
の
ま
ま
」

と
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
候

補
者
の
討
論
会
で
は
、
率
直

に
増
税
を
語
っ
て
い
ま
す
。

東
京
選
挙
区
の
民
主
党
候

補
者
２
人
は
、
消
費
税
増
税

に
「
賛
成
」
を
掲
げ
、
「
無

駄
使
い
を
な
く
し
た
上
で
、

…
…
必
要
で
あ
れ
ば
、
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ

ま
し
た
。
ま
た
、
岩
手
選
挙

区
の
候
補
も
、
「
税
率
５
％

で
は
足
り
な
い
。
ど
こ
か
で
、

10
％
に
上
げ
な
い
と
い
け
な

い
」
と
語
り
ま
し
た
。

逆
立
ち
税
制
の
転
換
を
！

国
民
が
今
ま
で
に
納
め
た

消
費
税
１
８
９
兆
円
は
、
大

企
業
向
け
の
法
人
税
減
税
が

１
６
４
兆
円
の
穴
埋
め
に
使

わ
れ
ま
し
た
。

６
月
の
定
率
減
税
の
廃
止

（
１
・
７
兆
円
）
に
よ
る
住

民
税
増
税
の
大
義
は
、
「
年

金
の
財
源
に
す
る
」
と
い
う

も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
実

際
は
、
そ
の
５
分
の
１
し
か

年
金
に
回
ら
ず
、
残
り
は
、

全
て
大
企
業
へ
の
新
規
減
税

の
財
源
に
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
参
院
選
を
、
税
制

が
格
差
を
広
げ
る
と
い
う
、

世
界
に
も
例
の
な
い
日
本
の

異
常
な
逆
立
ち
税
制
を
転
換

す
る
出
発
点
に
し
ま
し
ょ
う
。

財
界
が
お
膳
立
て
を
し
て
、

マ
ス
コ
ミ
が
振
り
ま
い
て
い

る
２
大
政
党
制
論
で
は
、
財

界
の
許
容
す
る
政
治
し
か
実

現
で
き
ま
せ
ん
。

２
大
政
党
制
論
を
乗
り
越

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
も
、
重
要
な
争
点
で
す
。


